
～相敵に来られた方へ～

(当相談所運営方針等) H19.8

東海税理士会岡崎支部

当相談所は、東海税理士会税務支援諸則に基づき運営され、(税務 ・記帳 ・税

務書類作成)に 関する税務相談業務を実施 しています。税務支援の一環として

実施 してお り、以下の点をご理解 くださるようお願い致 します。

・税務相談業務が主たる目的となります。

・ 1回 の相談時間は、30分 程度を目安にお願いします。

・相談料は、原則無料です。

・ 当相談所は、岡崎支部の会員税理士が輸番制で実施 しています。

・ (記帳代行、決算書作成、税務書類の作成)は 、原則致しません。

・複雑な事案等については、原則的な回答になります。(税務判断、処理に時間

を要するケースについては、担当税理士等へ有償で依頼をお願いします。)

。 事業所得 (不動産所得を含む)の ある方で継続的な指導を希望される方は、

商工会議所、商工会 (幸田町、額日、六ツ美)、青色申告会、税務署の利用

を勧めます。税務署以外については、低額ですが費用負担あります。詳細

は各機関にご照会 ください。 (当相談所は税理士が輪番制であり、継続指導には

不向き)

機  関  名 電  話

岡崎商工会議所 53・6161

幸田町商工会 62‐0120

額田商工会 82ど3077

六ツ美商工会 43・2502

青色申告会 58・0835

岡崎税務署 58・6511


